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島本町教育委員会 会議録（令和２年第２回 定例会） 

日 時 
令和２年２月６日（木） 

 午前９時３０分 ～ 午前１０時４５分 

場 所 島本町役場３階 委員会室 

出 席 者 持田教育長、髙岡教育委員、西山教育委員、森田教育委員 

岡本部長、安藤次長兼教育総務課長、川畑次長 

（教育総務課）島本主査 

（教育推進課）川口課長 

（子育て支援課）南田課長 

（生涯学習課）奥野課長 

委 員 及 び 

事 務 局 職 員 

欠 席 者  

委 員 

議 題 及 び 

議 事 の 趣 旨 

第 ２ 号議案  令和元年度教育費補正予算（案）について 

第 ３ 号議案  令和２年度教育費当初予算（案）について 

第 ４ 号議案  工事請負契約の締結について 

第 ５ 号議案  島本町子ども・子育て会議委員の委嘱について 

第 ６ 号議案  教職員（管理職）人事について 

 

議 決 事 項 第２号議案、第３号議案、第４号議案、第５号議案、第６号議案 

教 育 長 の 

報 告 の 要 旨 
別紙議事録のとおり 

そ の 他 傍聴者１名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

教育長       本日、出席者は５名です。定数を満たしておりますので、令和２年

第２回教育委員会定例会を開会いたします。 

お諮りいたします。会議記録署名委員は島本町教育委員会会議規則

第１７条の規定により、藤田教育委員に決定してよろしいでしょうか。 

          （「異議なし」の声あり） 

教育長       ご異議がないようでございますので、会議録署名委員は、藤田教育

委員に決定いたしました。 

          よろしくお願いいたします。 

          それでは、第２号議案「令和元年度教育費補正予算（案）について」

を議題とします。事務局の説明を求めます。 

次長兼教育総務課長  それでは、第２号議案令和元年度教育費補正予算（案）についてご

説明いたします。本議案は、２月の定例会会議に提出する予定のもの

でございます。第２号議案資料の１ページ目をごらんください。  

まず、歳入のほうでございます。「款」国庫支出金「項」国庫負担金

「目」教育費国庫負担金、幼稚園費負担金２９０万１，０００円の減

額、「項」国庫補助金「目」民生費国庫補助金、児童福祉費補助金７６

万６，０００円の減額、「目」教育費国庫補助金、学校施設整備費補助

金９，０００万円の増額、幼稚園費補助金１０７万４，０００円の減

額、社会教育費補助金８７万２，０００円の減額、「款」府支出金「項」

府負担金「目」教育費府負担金、幼稚園費負担金７８２万円の増額、

「項」府補助金「目」民生費府補助金、地域福祉子育て支援交付金４

９万２，０００円の減額。児童福祉費補助金７６万６，０００円の減

額、「目」教育費、府補助金、教育総務費補助金２万３，０００円の増

額、「款」諸収入「項」雑入「目」雑入４７万３，０００円の減額、の

合計で９，０４９万９，０００円を増額するものでございます。減額

するものにつきましては、事業実績及び見込みに基づき減額するもの

でございます。また、増額の主な要因といたしましては、教育費国庫

補助金の学校施設整備費補助金の９，０００万円でございます。こち

らにつきましては、国におきまして、児童生徒１人１台コンピュータ

の実現を見据えた学校ＩＣＴ環境の整備、いわゆるＧＩＧＡスクール

を行うため、来年度補正予算を国において成立させましたことにより、

本町においても、同内容の整備を行うための予算を計上するものでご
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ざいます。詳細につきましては、歳出において、説明をさせていただ

きます。 

続きまして、２ページをお開きください。こちらは歳出のほうでご  

ざいます。「款」教育費「項」教育総務費「目」放課後子供支援費９３

万７，０００円の減額、「項」小学校費「目」学校管理費７３２万９，

０００円の増額、その下の「目」教育振興費１億３，１６０万円の増

額、「項」中学校費「目」学校管理費６９２万円の減額、さらに、その

下の「目」教育振興費６，０００万円の増額、「項」幼稚園費「目」幼

稚園費３，０４５万４，０００円の減額、「項」社会教育費「目」社会

教育総務費５３７万３，０００円の減額、「目」青少年費５５万４，０

００円の減額、「目」文化財保護費２１３万円の減額、「目」歴史文化

資料館管理費１万１，０００円の減額、「目」生涯学習費４６万５，０

００円の減額、「目」スポーツ振興費１４万８，０００円の減額、歳出   

合計で、１億５，１９３万７，０００円を増額するものでございます。 

 ３ページから４ページまでの、歳出内訳説明書につきましては、先

ほど申しあげた内訳の詳細を事業別に記載をさせていただいておりま

す。減額するものにつきましては、いずれも、事業の見込み額が確定

し、不用額が見込まれものについて、減額をするものでございます。

また、増額につきましては、小学校の管理費の光熱水費は、今年度の

支出見込に伴い、不足額について増額をさせていただきものでござい

ます。 

次に、学校運営事業の備品購入費は、第二小学校で、来年度に教員  

が増加する見込みでありますことから、机や椅子などを購入するもの

でございます。さらに、その下の教育振興費の需用費は、小学校で令

和２年度から教科書の採択かえに伴いますことから、教職員用の教科

書及び指導書を購入するものでございます。さらに、小学校振興費の

委託料１億２，０００万円と。中学校教育振興費の委託料６，０００

万円の増額につきましては、先ほど歳入のほうでご説明をいたしまし

た、ＧＩＧＡスクールに関連する予算でございます。国におきまして

は、教育におけるＩＣＴを基盤とした、先端技術等の効果的な活用が

求められる一方で、現在も学校ＩＣＴ環境の整備が遅れており、自治

体間の格差が大きいものと考えられております。課題解決には、令和
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時代のスタンダードな学校像として、全国一律のＩＣＴ環境整備が急

務であると、国においては考えられております。 

このため、１人１台の端末及び高速大容量の通信ネットワークを一 

体的に整備するとともに、並行してクラウドの活用の推進、ＩＣＴ機

器の整備調達体制の構築、利活用優良事例の普及、利活用のＰＤＣＡ

サイクルの徹底等を進めることや多様な子供たちを誰一人取り残すこ

とのない構成に、個別最適化された学びを全国の学校現場で持続的に

実現をすると、このようにされておられます。 

追加で参考に、横１枚の児童生徒１台コンピュータの実現を見据え

たパッケージと、これが国のほうで示されております、説明の資料と

して配布されたもので、これのハード整備というのがあって、この項

目の上から２段目のところをごらんください。こちらのほうに、高速

大容量の通信ネットワーク、令和２年度までに、全ての小中高、特別

支援学校等で、校内ネットワークを完備、２分の１補助と書かれてお

りますけれども、こちらが、いわゆるＧＩＧＡスクールにおいてのネ

ットワーク整備というのでございまして、この場合、国から１校当た

り補助対象校費が３，０００万円を上限とした、２分の１の補助を行

うというものでございます。 

そのために、今回の補正予算におきまして、島本町の小学校が４校  

ございますので、４校分の整備費として、委託料、１億２，０００万

円。それから、中学校のほう、こちら２校ございますので、６，００

０万円を歳出の予算として計上させていただいたものでございます。 

なお、先ほどの横長のこの用紙のハードの１行目のところにござい

ますように、児童生徒１人に１台コンピュータを実現。１台当たり４．

５万円を補助、令和５年度までに小中全学年で達成というものにつき

ましては、こちらに書いてますように、令和５年度までに１人１台の

端末を整備するようにということで、国のほうから示されております。

本町におきまして、整備の時期というには、現段階においては、検討

中ということで、令和５年度までには、整備をしていきたいと思って

おりますが、時期につきましては、調査検討してまいりたいと考えて

おります。 

それでは、議案資料のほうにお戻りください、５ページのほうでご  
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ざいます。今回のＧＩＧＡスクールのネットワーク整備費につきまし

ては、国において、令和元年度の補正予算でありますことから、繰り

越しして令和２年度に事業を実施いたします。このことから、１億８，

０００万円を繰り越して、本町にしても事業を実施していきたいとい

うことで繰越明許費を設定させていただいております。 

以上、簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。よろ  

しく御審議いただき、御可決賜りますようお願いいたします。 

教育長       これより本案に対する質疑を行います。質問がある方は挙手をお願

いいたします。 

教育委員      ＧＩＧＡスクールというのを初めて耳にしたのですが、今説明のあ

った内容がＧＩＧＡスクールというものだと考えて良いのでしょうか。

また、校内ネットワークの整備をされるということですが、Ｗｉ－Ｆ

ｉが校内全域にいきわたるということでしょうか。 

それから、学校管理費の光熱水費のところですが、光熱水費はある

程度余り増減しないように感じているのですが、今回増えた理由とい

うのがあるのか教えてください。 

次長兼教育総務課長 国のほうでは、児童生徒１人に１台のコンピュータを整備するとい

うことで、これをＧＩＧＡスクールと言っております。英語でＧｌｏ

ｂａｌ・ａｎｄ・Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ・Ｇａｔｅｗａｙ・ｆｏｒ・

Ａｌｌということで、全ての子供に最もふさわしい教育をという、頭

文字をとってのＧＩＧＡスクールということで名称をつけられており

ます。先ほど申した内容が、ＧＩＧＡスクールの説明ということにな

ります。 

また、１人１台を学校の中で一斉に使ったときに、通信速度が遅く

ならないようなネットワーク環境を整備するということで、ハード整

備を令和２年度中に行うのであれば、補助金の対象となるということ

になっておりますので、本町としても、この補助金を活用して事業を

進めてまいりたいということで、今回予算を計上させていただいてい

るものでございます。 

それから、学校管理費の光熱水費のほうでございますが、こちらに  

つきましては、本町の予算計上の仕方という部分で、過去３年分の光

熱水費を平均して、計上させていただいておりました。平成３０年度



6 

 

に、第四小学校の校舎を増築しておりますが、実際電気代や水道代が

どのくらい増えるかわからなかったもので、これまでどおりの予算計

上という形で、平成３０年度と平成３１年度の予算は作成していきま

したが、不足額が生じてしまったということです。 

委員ご指摘のとおり、施設としては通常の使い方をしていれば、そ

こまで大きく変動するということはないのですけれども、そうした事

情から今回不足額が生じているため予算計上させていただいておりま

す。 

教育委員      ただいまの説明のＩＣＴ環境整備の件ですが、予算の約１億８，０

００万すべてが環境整備に使われるという理解でよろしいのでしょう

か。また、１年間でこのＩＣＴ整備が完了する見通しがあるのかどう

かも合わせて、お聞かせ願いたいと思います。 

  それから、教育総務費の補助金として教育コミュニティづくり推進

事業費補助金というのがございます。この項目ですが、おそらく例年

されているとことかなと思うのですが、内容についてどういう事業を

行っているのか、補足説明していただけたらと思います。 

次長兼教育総務課長 国のほうから、補助対象経費は１校あたり最大３，０００万円と示

されておりますので、各学校の中で整備費がどれくらいかかるのかと

いうのは、まるまる１校あたり３，０００万円ほどかかるのかどうか

も含めて、現時点においては、まだわからないところはございますが、

できるだけ財政的な負担はかからないような形で事業をしていきたい

ということで、１校あたりの最大の金額を予算計上させていただいて

おるところでございます。 

国が申しているのは、全国の小中学校に全てにＩＣＴ環境を整えて

いくということで、現在、一斉にほぼ全国で動き出している実情がご

ざいます。こういう整備をできる業者というのは、やはり、ある程度

絞られてくるところもございますので、我々としてもいち早く対応し

ていく必要があろうということで、今回２月に急遽、補正予算を上げ

させていただいているところはございます。そのため、予算を議決い

ただきましたあかつきには、できるだけ速やかに、事業に着手して、

何としても令和２年度中に事業を終えていくというような形で、取り

組んでまいりたいと考えております。 
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子育て支援課長   教育コミュニティづくり推進事業補助金につきましては、各小中学

校で実施されております放課後の自学自習と、各小学校で実施されて

おります放課後子ども教室推進事業が補助対象となっています。 

教育委員      校内ネットワーク整備業務には、通信料もかなりかかってくるのか

なと想像しているのですけれども、そちらはどれくらいかかるのでし

ょうか。 

次長兼教育総務課長 通信料につきまして、すでに学校では一定Ｗｉ－Ｆｉ整備をさせて

いただいておりますが、国の示されているほどの通信速度がないため、

今回整備をしていくということで考えております。それに伴って、通

信料がどれくらい変わるのかというのは、また試算ができていないの

ですけれども、当然今後そういった検討も必要だと思っております。

なお、通信費等につきましては、今回の金額には含まれておりません

ので各自治体のほうで、最終的には負担をしていくという形になって

まいります。 

教育委員      国からの補助金について、令和２年度に消化できなければ、返金し

なくてはいけないというようなこともあるのでしょうか。 

またランニングコストは、各自治体負担ということですから、その

予算については、後々組まれるという理解でよろしいでしょうか。 

次長兼教育総務課長 まず、予算ですが、国からの予算というのは、令和元年度、今年度

中に予算を成立させて一回繰越しをいたしまして、繰り越した額は、

翌年度に使って事業をやっていくというような形が、求められており

ます。 

補助額としては、１校あたり３，０００万円の２分の１ということ

で、国からは６校分合わせて９，０００万という形になってくるので

すが、当然、学校ごとに３，０００万円使うかどうかというのはこれ

からになってきますので、最終的には事業を行った額の半分という形

で確定します。お金が入ってくるのは、事業が終わったあとになりま

すので、補助金はその事業に見合った額でしか入ってこないという形

になります。 

通信料などについては、現在もＷｉ－Ｆｉを使用するための予算を

毎年計上しておりまして、この額が今後の整備によって大きく変わる

ということであれば、それは当然、予算計上等は、させていただく必
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要はあると思っております。 

教育長       ほか、ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。それでは本案

に対する討論を行います。ございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので討論を終結いたします。それではお諮り

いたします。本案は原案のとおり可決することにご異議はございませ

んでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       ご異議がないようでございますので、可決することに決しました。 

それでは、第３号議案、令和２年度教育費当初予算案についてを議  

題といたします。事務局の説明を求めます。 

次長兼教育総務課長 それでは第３号議案、令和２年度教育費当初予算案につきまして、

ご説明を申しあげます。まず、議案資料の１ページをごらんください。

こちらの１ページ、及び２ページは、教育費当初予算案の歳入のほう

を、記載させていただいております。 

歳入の額は２ページ目の一番下の欄に記載をさせていただいており 

ます。総額で、１３億１，２４７万５，０００円、前年度に比べまし

て１１億８１万３，０００円の増額になっております。こちらにつき

ましては、第三小学校でＡ棟の建替工事の実施に伴い、交付金それか

ら町債によるものが主な要因となっております。 

続きまして、３ページのほうをお開きください。令和２年度教育費  

当初予算案のうちの歳出について記載をさせていただいております。

歳出の総額は、こちらは表の一番上の欄になっております。本年度の

予算案につきましては、２３億２，９４３万円で、前年度に比べまし

て１３億７，５４６万５，０００円の増額となっております。大きな

要因といたしましては、歳入でもご説明いたしましたように、第三小

学校Ａ棟の建替工事が要因となっております。 

それから、４ページと５ページには、債務負担行為を設定したもの

を記載させていただいております。こちらの内容につきましては、例

年と大きく変わるものというものは特段にございませんが、第三小学
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校の整備に伴っての仮設工事の賃貸借の設定いたしました。 

続きまして、６ページは令和２年の教育費当初予算のうちの歳出の

施策事業として、主なものを記載させていただいております。上段の

学校施設の長寿命化計画策定業務でございますが、こちらにつきまし

ては、学校施設の中長期的な更新・維持管理等行うため、計画を策定

するものでございます。 

それから、その下の第一小学校屋上防水改修事業ですが、老朽化し

た、第一小学校一部の屋上の防水工事を行い、長寿命化を図るもので

ございます。 

それから、旧キャンプ場撤去事業でございますが、こちらにつきま  

しては、平成３１年３月末に閉鎖したキャンプ場の撤去を行うための

実施設計を行うものでございます。 

簡単でございますが説明を終わらせていただきます、よろしくご審

議いただき、御可決賜りますようお願いいたします。 

教育長       これより本案に対する質疑を行います。質問がある方は挙手をお願

いいたします。 

教育委員      学校施設長寿命化計画策定業務について、内容をもう少し詳しくお

話しいただけますでしょうか。 

次長兼教育総務課長 学校施設長寿命化計画でございますが、まず、大もとの公共施設等

総合管理計画というものを、島本町では策定しております。これは、

いろいろな町の施設を、今後どういう形で管理していくのか計画を定

めたもので、平成２８年度に策定をしております。各学校施設につい

ては、この総合管理計画に基づいた、個別の長寿命化計画を令和２年

度までに策定するようにということで、強く文部科学省のほうから求

められておりますことから、本町におきましても、令和２年度に策定

するものでございます。 

計画の内容としては、施設の現況や老朽化具合の調査を行いまして、

学校施設は当然、躯体もあれば、電気や給排水、照明関係や備品関係

もありますので、そういったものがどれくらい傷んで、今後どういう

形で更新をしていくのが、長寿命化するの中で一番望ましいのかとい

うようなことを、費用や更新時期を含め計画を立てていくというよう

なものを考えております。 
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国のほうからは、検討中であるとは聞いておりますが、こちらの計

画をつくっていなければ、交付金がもらえなくなる可能性があるとい

うことも考えらますことから、令和２年度中に策定していくというよ

うなことで、今は考えております。 

教育委員      この計画を使って、これからの学校設備全般において、老朽化した

ところや電気設備で必要なところの予算を確保していくということの

意味合いでよろしいのでしょうか。 

次長兼教育総務課長 今回のこの計画は、あくまでも施設をどういう形で、今後維持・管

理していくのが良いのかという計画を策定するもので、概算費用とし

て、仮にこの計画の中に落としこんだとしても、その時々の実態を見

ながら判断をしていく必要があると思っています。 

費用につきましては、この計画を策定すれば、今後必ずその予算を

町として確約するものではありませんが、更新に必要な費用の目安と

して、挙げていくというような形になります。今回の計画については、

施設の長寿命化をするに、どういうところが悪いのか良いのかという

のことを、判断するものになってまいります。 

教育委員      歳出の３ページのところですが、特定財源のその他はどういった財

源になるのでしょうか。 

また、今回、社会教育費の中の社会教育総務費が前年度に比べて、

大分削減になっていますが、その財源が一般財源のほかに、その他し

かないのですが、この削減された７７．１％分というのは、もともと

あった特定財源が削減されたのか、一般会計が削減されたのか、どち

らになるのでしょうか。 

それから、今回この会議で議決した後に、議会にかけられると思う

のですが、これが否決されることがあるのかを教えていただきたいと

思います。 

生涯学習課長    社会教育総務費の減額理由につきましては、削減によるものではな

く、令和２年度から会計年度任用職員という制度が始まりまして、令

和元年度まで、嘱託職員と歴史文化資料館館長の報酬を社会教育総務

費として計上していたものを、令和２年度からは、それぞれ文化財保

護費と、歴史文化資料館管理費のほうで計上したことによるものとな

っています。 
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次長兼教育総務課長 財源内訳のその他につきましては、例えば、町の基金や分担金など

が主なものになっております。 

 予算については、当然、町長名で議会のほうに予算を提出させてい

ただきます。その際にはこの教育費だけではなくて、全体的に町の予

算としてどうなのかというところで、提出させていただきます。議員

の皆様には、教育費以外も当然ほかの項目で、予算の内容が来年度予

算として適切なのかどうかという部分を審議していただき、ふさわし

くないということであれば、修正等の話というのは出てまいります。

例えば、教育費のほうで申しますと、教育費のこの部分がちょっとふ

さわしくないということになれば、それを除いた形で、例えば、承認

を先にして、残りの部分については継続で審議をするとか、いろんな

方法はあるのですけれども、全部を当初予算として認めないというふ

うなこともあるかもしれないのですが、基本的にはふさわしくないな

というところは外して、それ以外のところは認めていただいて次年度

４月１日から予算執行していくというような形はとることはあります。 

本町におきまして、過去にはそういう事例は、何回かはあるようで

す。ですので、我々としては、当然そういうことがないように精査を

した上で、予算の提出というのは、都度させていただいているつもり

ではございますが、やはり審議をしていただかなければ、最終的には

どうなるかというのはわからないので、我々としても、否決されない

ように形で、進めてまいりたいなとは思っております。 

教育委員      ２ページの教育使用料の幼稚園使用料のところで、預かり保育料と

いうのがあるのですけれども、預かり保育料はどうなったかというと

ころを教えていただきたいと思います。 

子育て支援課長   幼稚園使用料につきましては、昨年１０月からスタートしました幼

児教育保育無償化に伴いまして、いわゆる本保育料といいますか、幼

稚園使用料については無償化されております。 

預かり保育料につきましても、無償化対象になっていますが、いっ

たん徴収をさせていただいて、その後、利用日数に応じてご請求いた

だき返金いたしますことから、預かり保育料のみ計上しております。 

教育委員      最後６ページの旧キャンプ場撤去費用について、予算が計上されて

おりまして、施設の撤去のための実施設計を行うということですが、
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こちらも全て撤去するための土木関係の予算という形でよろしいので

しょうか。今後の計画やそれに伴う予算の見通しがあるのであれば、

教えていただけますか。 

生涯学習課長    撤去事業の当初予算については、実施設計の予算を計上しているも

のでございまして、今後、実際の解体工事に係る費用は、別途計上し

ていくことになっております。 

        今後については、関係部局と検討を図ってまいりましたけれども、

今回は全て撤去しまして、この場所を自然にかえすという形で、今後

に何かを建てるというような計画はございません。 

教育長       ほか、ございませんでしょうか。よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので質疑を終結いたします。これより本案に

対する討論を行います。ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので討論を終結いたします。それではお諮り

いたします。本案は原案のとおり可決することにご異議はございませ

んでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       ご異議がないようでございますので、可決することに決しました。 

それでは、第４号議案、工事請負契約の締結についてを議題といた  

します。事務局の説明を求めます。 

次長兼教育総務課長 それでは、第４号議案、工事請負契約の締結につきまして御説明を

申しあげます。 

資料を２枚目めくっていただいて、議案資料というところ、議題の  

上のほうに空白号の議案資料、こちらをご覧いただくようにお願いい

たします。タイトルは工事請負契約の締結についてということで、工

事の概要でございますが、名称が町立第三小学校Ａ棟の建替工事でご

ざいます。工期につきましては、議会の議決日から令和３年１０月３

１日までとなっております。 

それから、契約金額につきましては、１ページ前のところに書かせ

ていただいておりますが１６億３，５７０万円で、契約業者につきま

しては、住所、大阪市北区紅梅町２番１８号、氏名、松井建設株式会
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社大阪支店執行役員支店長忽那次男氏でございます。 

契約方法につきましては、制限付き一般競争入札で、契約保証金は、

履行保証保険の納付をしていただく予定としておりますので、島本町

財務規則第１１７条第１号により免除とさせていただいております。 

それでは、資料の２枚めくっていただきまして、整備後の配  置

図というＡ３の資料をつけておりますので、そちらをご覧ください。

こちらが工事平面図となっております。現在のＡ棟、それからＢ棟、

Ｃ棟の上の新Ａ棟を今回建てています。建てた後に、現Ａ棟を解体し

ていくというような工事内容になっております。 

次のページ以降、右下にページ番号を入れておりますが、４ページ  

以降が１階の平面図、それから２階の平面図、それから３階の平面図、

それから４階の平面図を添付させていただいております。 

かねてからご説明させていただいておりますが、備品等は現在のＡ

棟のものを新Ａ棟のほうへ移すという形になります。ですから、通常

教室等はございません。特別教室、職員室、音楽室、理科室、そうい

ったものがこのＡ棟のほうに入っていくというような形で、工事を進

めてまいります。 

それから、最後の工程計画表案というのをご覧ください。議会の  

議決後に、今年度は工事の準備に入らせていただきます。これが３月

の間になってまいります。現在、仮設校舎を設置していっているとこ

ろでございまして、こちらは３月２０日ごろに完成を目途に進めさせ

ていただいております。 

  仮設校舎を設置後、春休み中に引っ越しの作業等を行っていく予定 

としております。令和２年度の真ん中あたり中段の２個目のところを、

見ていただいたらわかるのですが、令和２年度の１学期から仮設校舎

とそれから現Ａ棟を、併用した授業を行ってまいります。 

新Ａ棟の建設は、令和２年度末、丸々１年間をかけて、建替工事を

進めていきたいと考えております。その後、新Ａ棟が完成した後に、

特別教室の引っ越し作業を行ってまいります。現Ａ棟から新Ａ棟のほ

うへの引っ越し作業を行いまして、令和３年の４月から、新Ａ棟と仮

設校舎を併用した形で授業を進めてまいります。 

その後、現在のＡ棟の解体工事を令和３年の４月から７月ぐらいま 
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でをめどに行っていきまして、外構工事、それから仮設校舎のほうの

解体工事は、令和３年の８月、それから９月、２カ月ぐらいをめどに

行っていきたいと、このように考えております。ですので、新Ａ棟、

それからＢ棟、Ｃ棟を一体的に使った授業というのは、令和３年度の

２学期から、こちらのほうで実施をしていくということに現在考えて

おります。 

この工事につきましては、授業を行いながら工事を行っていくと、  

児童が当然いながら工事を進めていくということになりますので、安

全対策には万全を期して、進めてまいりたいということで、学校現場

のほうとも、十分に調整しながら工事を進めていきます。以上、簡単

でございますがご説明を終わらせていただきます、よろしくご審議い

ただき、ご可決賜りますようよろしくお願いいたします。 

教育長       これより本案に対する質疑を行います。質問のあるかたは、挙手を

お願いいたします。 

教育委員      この入札の経過をもう一度確認させてください。また、今回の応札

は１社だったのでしょうか。 

次長兼教育総務課長 今回の工事、業者選定にあたりましては、一般競争入札で一度入札

をさせていただいて、結局応札がなく、１社の値段は入っていたので

すが、辞退という形でしたので、最終的には、１回目のときには、応

札業者がいなかったということで、もう一度入札をさせていただいて

おります。 

そして、１回目につきましては、令和元年の９月３０日に告示をさ

せていただいております。１社も応札がなかったということで、設計

内容等を見直した上で、もう一度、一般競争入札で、予算の範囲内で

見直しを行い、令和元年の１２月６日に最後告示をさせていただいて、

今回一般競争入札を実施させていただきました。金額のほうを見直し

た上で、発注をさせていただいております。その入札の結果につきま

しては、資料のほうの入札調書というのを、１ページ目の下のところ

に、つけさせていただいておりますが、こちらが入札の結果のほうに

なっております。 

委員ご指摘のとおり入札には１社、この松井建設株式会社大阪支店 

さんが、１社だけ応札がございまして、こちらのほうも予定価格の範
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囲内でございましたことから、今回、落札者とさせていただいており

ます。最終的には、議会の議決をもって、本契約という形で、今回議

案の提案をさせていただいております。 

教育委員      入札調書の３から７までの価格が最初のときから変わったというこ

とですね。この括弧の中に書いてあるのが、以前の金額ではないので

すか。 

次長兼教育総務課長 括弧の中は消費税抜きの価格で、記載をさせていただいております。

左側のほうが消費税込みという価格になっておりまして、予定価格の

ほうが、１回目のときには、消費税抜きで申し上げますと１４億５，

４００万でございましたものを、２回目のときには１４億９，３００

万、これで価格設定を行っております。 

これに伴いまして、予定入札の低入札価格調査基準価格や失格基準

価格を財政のほうで設定していくのですけれども、当然予定価格がか

われば、ここの基準額というのは変わってまいりますので、見直しは

かけさせていただいた上で、入札のほうはさせていただいております。 

教育委員      予定価格が４，０００万ほど増額になった理由について、簡単に説

明をいただいたらと思います。 

次長兼教育総務課長 今回、再度入札をするにあたって、何が要因なのかというのを内部

でも検討させていただきました。大きく１つ挙げられますのは、ちょ

うど８月ぐらいに、コンクリートの原材料費が高騰しているというこ

とがございました。設計したときには、その価格の部分が反映できて

いなかったので、そういった部分の見直し、ほかにも全体的に見直し

をかえた上で、今回予定価格を約４，０００万近く上げた形で入札に

臨ませていただいたというところでございます。 

教育委員      計画参考図の議案参考資料１になりますけれども、これを見る限り、

仮囲いをとって、子供たちがどういう通路で安全通路に行って、仮設

校舎に行くのか動線を考えていたのですが、今見る限りでは、現Ａ棟

のところを通って、安全通路に行くのことが予想されるのですが、ど

のような動線をされているのか、ちょっとお伺いしたいのです。 

次長兼教育総務課長 仮設の計画参考図の部分で真ん中あたり、ちょうど委員がご指摘の

とおり、体育館の上のところに仮設渡廊下というところの表示がある

と思いますが、ここに沿って仮囲いというのをつけてまいります。ぐ
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るっと安全通路のほうに回ってということで、つけております。 

子供たちには、はっきりとこういう形でというのは、まだ業者のほ

うとは詰めていないものですが、今、この図面だけで申しあげますと、

体育館のところと、それから仮設の渡廊下あたりから、仮設のほう、

下の方に行っていただき、朝、交通誘導員は真ん中のところに立ちま

す。こことこの安全通路のところに、点検工事用ゲートというところ

があると思いますが、このあたりを朝の場合、登校のときには開けて

おくことは考えられるかなと思っております。まだ、どこから必ずこ

う入りますというのは、工事業者、それから学校現場との打ち合わせ

をさせていただいて、考えていきたいなと思っております。できるだ

け、子供たちに影響がないような形で、進めてまいりたいと思ってお

ります。 

教育委員      工事用ゲートというのはどういったゲートで、朝にそこを開けてお

いた際に子どもたちが通っても危なくないのかを教えてください。 

次長兼教育総務課長 まず、工事用の車両につきましては、Ｃ棟の横あたりがおそらく工

事ヤードとして、工事関係者の車両等の駐車スペース等になってまい

りますので、校門から入りそのまま下にさがり体育館の前と現Ａ棟の

間とこの工事用ゲートを通って、さらに安全通路のほうの工事用ゲー

トを通過します。 

これも、工事業者や学校との打ち合わせを、本契約の後に予定をし

ておりまして、当然、児童の登校時にこちらの車が通らないような形

で、我々としては考えております。 

どうしてもという場合には、交通誘導員がついている形はとって、

安全対策には万全を期していく必要がありますので、そういったこと

で、事故が絶対にないようにしてまいりたいと考えております。 

基本的には、登校時間には車の侵入等はしないという形で、現場と  

の打ち合わせはしてまいりたいと考えております。 

教育長       ほか、ございませんでしょうか。よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので質疑を終結いたします。これより、本案

に対する討論を行います。よろしいでしょうか。 

（「なし」の声あり） 
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教育長       ないようでございますので討論を終結いたします。それではお諮り

いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議はございませ

んでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       ご異議がないようでございますので、可決することに決しました。 

それでは、第５号議案、島本町子ども・子育て会議委員の委嘱につ  

いてを議題とします。事務局の説明を求めます。 

子育て支援課長   それでは、第５号議案、島本町子ども・子育て会議委員の委嘱につ

いて、ご説明させていただきます。 

資料の１ページをご覧ください。委嘱候補者は、名簿１０番の永  

井由美子様でございます。このたび、島本町社会福祉協議会から選出

いただいておりました前任者の後任として、御推薦をいただいたもの

でございます。任期につきましては、前任者の残任期間である令和３

年３月３１日までとなっております。 

  候補者の永井様におかれましては、仏教大学をご卒業されており、

本町では、様々な行政委員を歴任され、平成１６年から平成２４年ま

で、２期にわたって本町の教育委員としてご活躍いただいた方でござ

います。また、島本町社会福祉協議会では、副会長に就任されたとこ

ろでございます。 

資料の３ページをご覧ください。島本町子ども・子育て会議の概  

要をお示ししております。この内容に基づきまして、今回の委嘱をお

願いするものでございます。 

以上、大変簡単ではございますが説明を終わらせていただきます。  

よろしく御審議いただき、ご可決賜りますようよろしくお願い申し上

あげます。 

教育長       これより本案に対する質疑を行います。質問がある方は挙手をお願

いいたします。ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので質疑を終結いたします。これより、本案

に対する討論を行います。ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので討論を終結いたします。それではお諮り
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いたします。本案は原案のとおり可決することにご異議はございませ

んでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       ご異議がないようでございますので、可決することに決しました。 

お諮りいたします、第６号議案につきましては、人事案件であるこ  

とから、教育委員会会議規則第１５条の規定により、秘密会とするこ

ととして御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       ご異議がないようでございますので、第６号議案については、秘密

会とすることに決しました。 

          この際、暫時休憩いたします。 

（傍聴者退室） 

教育長       休憩前に引き続き、会議を開きます。 

          第６号議案「教職員（管理職）人事について」を議題とします。 

          事務局の説明を求めます。 

次長兼教育総務課長 ［教職員（管理職）人事について説明］ 

教育長       これより、本案に対する質疑を行います。 

          質問のある方は挙手願います。 

（質疑応答内容非公開） 

教育長       他に何かございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

          これより本案に対する討論を行います。 

（討論なし） 

教育長       何かございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、討論を終結いたします。 

          それではお諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       ご異議がないようでございますので、可決することに決しました。 

      以上をもちまして、本日の議事は全て議了いたしました。 
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          これをもちまして、令和２年第２回教育委員会定例会を閉会いたし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 


